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「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（平成１２年法律第１００号）第

８条第１項の規定に基づき、平成２０年度の環境物品等の調達実績の概要をとりまとめ、

公表するとともに、環境大臣へ通知する。 

 

 

１ 平成２０年度の経緯 

    平成２０年度については、以下のとおり環境物品等の調達の推進を図るための方針（以

下「調達方針」という。）の策定等を行い、これに基づいて環境物品等の調達を推進した。 

 

平成２０年４月～５月  調達方針を策定・公表 

  

２ 特定調達品目の調達状況 

各特定調達品目の調達数量等のうち、物品等については別表１、公共工事については、

別表２のとおりである。 

 

（１）目標達成状況等 

      調達方針においては、調達総量に対する基準を満足する物品等の調達量の割合によ

り目標設定を行う品目について全て１００％を目標としていたが、以下に記載する品

目等を除き各品目ともに概ね目標は達成した。 

 

（２）判断の基準を満足しない主な物品等 

○ 品目     

フォーム用紙、ゴム印、ブックスタンド、事務用守修正具（テープ）、クラフトテ

ープ、ＯＡクリーナー（液タイプ）、メディアケース（FD・CD・MO 用）、タックラベ

ル、名札、電子式卓上計算機、蛍光灯照明器具 等 

 

   ○ 判断の基準を満足する物品等が調達できなかった理由 

主に、市場に基準を満足する物品が充分に供給されていないため、又は機能・ 性

能上の必要性から基準を満たさない製品を購入せざるを得なかったもの等であった。 

 

 

 

http://www.jfc.go.jp/common/pdf/supply_kankyo_20_j_b1.pdf
http://www.jfc.go.jp/common/pdf/supply_kankyo_20_j_b2.pdf


（３）公共工事 

公共工事については、使用される資機材が多種多様なことから目標値を設定してい

なかったが、平成２０年度においては、別表２のとおり調達方針に定める判断の基準

を満たすものを使用するべく努めた。 

  

３ 特定調達物品等以外の環境物品等の調達状況 

特定調達物品等以外について、物品の選択にあたっては、エコマークの認定を受けて

いる製品又はこれと同等のものを、また役務関連についても、環境負荷の低減に資する

調達を行うように努めた。 

 

４ その他の物品、役務の調達に当たっての環境配慮の実績 

機器類については、できる限り修理等を行い長期使用に努めた。 

また、調達する品目に応じて、エコマーク等の既存の情報を活用することにより、判

断基準を満たすものにとどまらず、できる限り環境負荷の少ない物品の調達に努めた。 

 

５ 平成２０年度調達実績に関する評価 

平成２０年度の調達においては、概ね調達方針に定めた目標を達成した。しかし、文

具類など一部の品目については、機能・性能上の必要性などの理由によりやむなく基準

を満たさない物品を調達したものがあった。 

平成２１年度以降の調達においては、調達先業者等への一層の周知を図っていくほか、

継続的な製品情報の収集等により、引続き環境物品等の調達を推進する。また従来以上

に判断の基準より高い水準を満足する物品等の調達に努めていくこととする。 

 

 

                                 以 上 

http://www.jfc.go.jp/common/pdf/supply_kankyo_20_j_b2.pdf

